
基本手当の所定給付日数

自己都合 全年齢 － 90日 120日 150日

30歳未満 90日 120日 180日 –

120日

（90日）
*

150日

（90日）
*

45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日

60歳以上 150日 180日 210日 240日

45歳未満 150日

45歳以上65歳未満 150日

特定理由離職者のうち「特定理由離職者の範囲」の1に該当する方については、受給資格に係る離職

の日が平成21年3月31日から平成34年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資

格者と同様となります。

特定理由離職者の範囲

受給資格に係る離職日が平成29年3月31日以前の場合の日数

210日 240日

240日 270日

20年以上離職理由

就職困難者

300日

360日

90日

30歳以上35歳未満

35歳以上45歳未満

180日

会社都合

　

　　　　　加入期間

　　年齢
1年未満

1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満

ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」より、抜粋・編集して作成
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